
独立行政法人通則法、
独立行政法人消防研究
所法が成立し、平成１３
年４月から「消防庁消
防研究所」は総務省を
主務省とする「独立行
政法人消防研究所」と
なります。
さて、独立行政法人
（＝独法）化後の消防
研究所の姿ですが、業務は消防科学技術に関す
る研究、調査及び試験を行うことであり、これ
は独法化前と変わるものではありません。業務
の成果の普及が主として消防行政を通じて国民
へサービスされることも変わりません。独法は
国の政策企画立案機能から分離された実施機能
と位置づけられておりますが、消防防災に関す
る限り政策の企画立案機能を受け持つ消防庁と
実施機能を担当する独法消防研究所の間の綿密
な連携が不可欠です。したがって、連絡調整の
部門を両機関に設置し、一体的活動、すなわち、
広く消防防災に関わる課題の共有と研究のニー
ズや成果に関する情報の交流を円滑かつ迅速に
行えるようにしておかねばなりません。
独法の運営のための交付金及び施設費等が国
により予算措置されることは従前と変わりませ
ん。独法のシステムとしての特徴はその運営形
態に見ることができます。まず、国の関与事項
として「３ないし５年を期間として主務省から
示される中期目標に対して独法は中期計画を作
成し業務運営に当たること」、「業務の実績は独

法評価委員会により評
価を受けること」、「評
価結果はその後の独法
の事務及び事業の継続
の在り方に反映される
べきこと」等がありま
す。目標の設定と実績
評価の具体的実施方法
については現時点では
全容が見えませんが、

それぞれの独法の使命と実状に照らし合わせて
適切になされることが重要であると思います。
また、独法にとっては柔軟性のある運営が可能
となるという意味で歓迎される事項としては、
「民間からも研究の受託等が可能となること
（すなわち資金のマルチファンド化）」、「組織
の長に裁量（具体の内容は現在不明）が付与さ
れること」等があります。さらに運営の透明性
の確保という観点から「会計は企業会計原則に
よること」、「事業報告書を作成し公表するこ
と」等が示されています。
現在、消防研究所においては独法化準備委員
会を設け、消防庁に設けられている独法化委員
会と連携を図りつつ組織の在り方、研究体制、
重点研究領域の設定など各種問題に取り組んで
いるところであります。今回の独法化を消防研
究所が消防防災研究のCOE（Center Of Ex-
celence）として飛躍する好機と捉えていきたい
と思っています。消防防災に携わる関係各位の
ご理解とご指導・ご鞭撻をお願い申しあげます。
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独立行政法人消防研究所に向けて

消防研究所長
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平成１０年中は、全火災件数、死者数ともに減

少に転じた。

火災による死者について特徴的なこととして

は、例年同様、高齢者（６５歳以上の者）等の災

害弱者が多く、放火自殺者を除く死者１，２０６人

のうち、高齢者が５７２人、５歳以下の乳幼児が

６６人となっており、この両年齢層の死者は、放

火自殺者を除く死者全体の５２．９％を占めている

ことが挙げられる。

また、全火災による死者のうち建物火災によ

る死者数が、１，３４６人（全体の６５．３％）を占め、

そのうち８４．０％に当たる１，１３０人が一般住宅、

共同住宅又は併用住宅の火災によるもので、住

宅火災による死者が多数を占めており、火災に

よる死者を減らすためにも住宅防火対策の推進

が重要である。

１ 火災による死者全体の実態について

� 出火件数と火災による死者数の推移

過去１０年間における出火件数をみると、

平成１０年中の出火件数は５４，５１４件であり、

前年の６１，８８９件に比べ７，３７５（１１．９％）件

減少しており、５年ぶりに５万件台に減少

した。一方、火災による死者の推移をみる

と、平成１０年中の火災による死者数は２，０６２

人 で あ り、前 年 の２，０９５人 に 比 べ３３人

（１．６％）減少しているが、放火自殺者は

増加傾向にある。

� 月別の死傷者発生状況

火災による死者の月別の発生状況は例年

火気を使用する機会が多い冬季から春先に

かけて死者が多く発生しており、平成１０年

中においても、１月から４月及び１２月の月

ごとの死者数は２００人以上（年間の月平均

１７２人）となっており、この５ヶ月間に死

者総数の６２．０％に当たる１，２７８人の死者が

発生している。

月別の火災件数と死者の発生状況との関

連を火災 l００件当たりの死者数で比較する

と、「１月」が５．４人で死者の発生割合が最

も高く、次いで「２月」の５．３人、「１２月」

第１表 出火件数と火災による死者数の推移 （平成元年＝１００）

火災による死者の実態について（平成１０年中）

予 防 課

年
区分

平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 １０年間
平 均

死者数

（人）

放火自殺者除く
死者数 １，０３５ １，１０８ １，１０１ １，２０３ １，１９４ １，２７４ １，８２０ １，２６７ １，３２１ １，２０６ １，２５３

放火自殺者数 ７１２ ７２０ ７１６ ６７９ ６４７ ６２４ ５３６ ７１１ ７７４ ８５６ ６９８

死者総数 １，７４７ １，８２８ １，８１７ １，８８２ １，８４１ １，８９８ ２，３５６ １，９７８ ２，０９５ ２，０６２ １，９５０

指 数

放火自殺者除く
死者数 １００．０ １０７．１ １０６．４ １１６．２ １１５．４ １２３．１ １７５．８ １２２．４ １２７．６ １１６．５ １２１．１

放火自殺者数 １００．０ １０１．１ １００．６ ９５．４ ９０．９ ８７．６ ７５．３ ９９．９ １０８．７ １２０．２ ９８．０

死者総数 １００．０ １０４．６ １０４．０ １０７．７ １０５．４ １０８．６ １３４．９ １１３．２ １１９．９ １１８．０ １１１．６

出火件数（件） ５５，７６３ ５６，５０５ ５４，８７９ ５４，７６２ ５６，７００ ６３，０１５ ６２，９１３ ６４，０６６ ６１，８８９ ５４，５１４ ５８，５０１

指数 １００．０ １０１．３ ９８．４ ９８．２ １０１．７ １１３．０ １１２．８ １１４．９ １１１．０ ９７．８ １０４．９
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の４．６人となっている。

� 時間帯別の死者発生状況

火災による死者の時間帯別発生状況をみ

ると、「０時台」が１０９人と最も多く、次い

で「１時台及び４時台」が１０５人となって

おり、就寝時間帯に多くの死者が発生して

いる。

一方、最も死者の少ないのは「７時台」

が５７人となっており、次いで「９時台」の

６０人、「１９時台」の６１人となっている。

これを昼夜別にみると、夜間（「０時～

６時台」、「１９時～２３時台」、以下同じ。）に

おける死者は１，０７２人で５２．０％、昼間（「７

時～l８時台」、以下同じ）における死者は

９０９人で４４．１％となっており、就寝時間帯

に発生した火災により多くの犠牲者が出て

いる。

� 建物構造別の死者発生状況

建物構造別の死者発生状況を見ると、「木

造」での死者が８５７人（６３．７％）と最も多

く、そのうち６７４人（木造建物での死者の

７８．６％）が l階で発生している。

また、建物構造別に出火件数１００件当た

りの死者数をみると、「木造」が５．７人、「防

火造」が５．０人、「準耐火木造」が３．３人、「耐

火造及び準耐火非木造」が２．２人の順とな

っている。

� 出火原因別の死者発生状況

出火原因別の死者発生状況をみると、最

も多いのは「放火」で７９２人、次いで「た

ばこ」の２２１人、「スト－ブ」の１３４人とな

っている。

第２表 月別の死傷者の発生状況

第３表 時間帯別の死者発生状況
（平成１０年中）

（平成１０年中）

月区分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計

死 者（人） ２５０ ２７３ ２８９ ２１１ １１７ １０３ １１５ ８２ ９２ １１０ １６５ ２５５ ２，０６２

割 合 ％ １２．１ １３．２ １４．０ １０．２ ５．７ ５．０ ５．６ ４．０ ４．５ ５．３ ８．０ １２．４ １００．０

負 傷 者（人） ７０１ ６９７ ８９６ ６７３ ５７１ ５０８ ４９１ ５１４ ４４６ ４７６ ６１６ ７２０ ７，３０９

割 合 ％ ９．６ ９．５ １２．３ ９．２ ７．８ ７．０ ６．７ ７．０ ６．１ ６．５ ８．４ ９．９ １００．０

火災件数（件） ４，６２０ ５，１６８ ６，９５０ ４，７６７ ４，０９１ ３，３５７ ３，９３４ ３，９４６ ３，８３５ ３，６４７ ４，６３１ ５，５６８ ５４，５１４

割 合 ％ ８．５ ９．５ １２．７ ８．７ ７．５ ６．２ ７．２ ７．２ ７．０ ６．７ ８．５ １０．２ １００．０

火災１００件当たりの割
合（％）死者数（人）

５．４ ５．３ ４．２ ４．４ ２．９ ３．１ ２．９ ２．１ ２．４ ３．０ ３．６ ４．６ ３．８

過去５年間（６～１０年）
の死者数の平均（人）

３６４ ２４６ ２３５ １９５ １４１ １０６ ８９ ８９ ９２ １２２ １６０ ２３９ ２，０７８

割 合（％） １７．５ １１．８ １１．３ ９．４ ６．８ ５．１ ４．３ ４．３ ４．４ ５．９ ７．７ １１．５ １００．０

時間帯
区分 ０時台 １時台 ２時台 ３時台 ４時台 ５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 １０時台 １１時台 １２時台

死 者（人） １０９ １０５ ９７ ９７ １０５ ８５ ８１ ５７ ６８ ６０ ９１ ７２ ８２

割 合（％） ５．３ ５．１ ４．７ ４．７ ５．１ ４．１ ３．９ ２．８ ３．３ ２．９ ４．４ ３．５ ４．０

過去５年間（６～１０年）
の死者数の平均（人） ９１．２ １０５．２ １０３．０ １０６．０ ９９．２ １７６．８ ７６．６ ６５．８ ６１．８ ７５．０ ８３．４ ７８．０ ６７．０

割 合（％） ４．４ ５．１ ５．０ ５．１ ４．８ ８．５ ３．７ ３．２ ３．０ ３．６ ４．０ ３．８ ３．２

１３時台 １４時台 １５時台 １６時台 １７時台 １８時台 １９時台 ２０時台 ２１時台 ２２時台 ２３時台 不明 計

６８ ８０ ９２ ７９ ８２ ７８ ６１ ７３ ７５ ８４ １００ ８１ ２，０６２

３．３ ３．９ ４．５ ３．８ ４．０ ３．８ ３．０ ３．５ ３．６ ４．１ ４．８ ３．９ １００．０

７７．４ ７６．４ ８４．０ ８７．０ ７３．６ ６５．０ ６７．６ ６２．８ ６０．２ ７０．８ ９０．８ ７３．２ ２，０７８

３．７ ３．７ ４．０ ４．２ ３．５ ３．１ ３．３ ３．０ ２．９ ３．４ ４．４ ３．５ １００．０

－３－



第４表 建物構造別、焼損程度別の死者発生状況

第５表 建物構造別、焼損程度別、階層別の死者発生状況

死者数不明７人を含む

（平成１０年中）（単位：人）

（平成１０年中）

区分
構造

死 者 数（人） 出火件数 火災１００件当たりの
死者数（人）全 焼 半 焼 部分焼 ぼ や 計

木 造 ６０７ １００ ９０ ６０ ８５７ １５，０８６ ５．７

防 火 造 ７５ ５２ ４６ ２７ ２００ ３，９６４ ５．０

準 耐 火 木 造 ７ ７ ４ ０ １８ ５４３ ３．３

準耐火非木造 ２０ ２０ ２５ １０ ７５ ３，４３３ ２．２

耐 火 造 ２ ９ １２８ ２３ １６２ ７，２６８ ２．２

そ の 他 １６ ８ ７ ３ ３４ ２，２２５ １．５

計 ７２７ １９６ ３００ １２３ １，３４６ ３２，５１９ ４．１

焼損
程度

階層
構造

地下
２階

地下
１階 １階 ２階 ３階 ４階 ５階 ６階 ７階 ８階以上 不明 計

計

全

焼

木 造 ０ ０ ４９８ ９０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １７ ６０７

防 火 造 ０ ０ ５９ １５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ７５

準耐火木造 ０ ０ ６ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７

準耐火非木造 ０ ０ １３ ５ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２０

耐 火 造 ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２

そ の 他 ０ ０ １５ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６

計 ０ ０ ５９１ １１３ ４ ０ ０ ０ ０ ０ １９ ７２７

半

焼

木 造 ０ ０ ５３ ４７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００

防 火 造 ０ ０ ２０ ３２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５２

準耐火木造 ０ ０ ５ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７

準耐火非木造 ０ ０ １２ ５ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２０

耐 火 造 ０ ０ ５ ４ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １０

そ の 他 ０ ０ ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ７

計 ０ ０ ９８ ９２ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １９６

部

分

焼

木 造 ０ ０ ７３ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ９０

防 火 造 ０ ０ ２１ ２３ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ４６

準耐火木造 ０ ０ ０ ３ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４

準耐火非木造 ０ ０ ６ １０ ６ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ２５

耐 火 造 １ ３ ３４ ２５ １４ ２５ １４ ２ ４ ５ １ １２８

そ の 他 ０ ０ ４ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７

計 １ ３ １３８ ７８ ２２ ２８ １４ ２ ４ ５ ５ ３００

ぼ

や

木 造 ０ ０ ５０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ６０

防 火 造 ０ ０ １８ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ２７

準耐火木造 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

準耐火非木造 ０ ０ ９ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １０

耐 火 造 ０ ０ ７ ５ ２ ２ １ １ ０ ２ ３ ２３

そ の 他 ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３

計 ０ ０ ８７ １７ ２ ２ １ １ ０ ２ １１ １２３

計

木 造 ０ ０ ６７４ １５６ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２５ ８５７

防 火 造 ０ ０ １１８ ７６ １ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ２００

準耐火木造 ０ ０ １１ ６ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １８

準耐火非木造 ０ ０ ４０ ２１ １０ ３ ０ ０ ０ ０ １ ７５

耐 火 造 １ ３ ４６ ３５ １８ ２７ １５ ３ ４ ７ ４ １６３

そ の 他 ０ ０ ２５ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ３３

計 １ ３ ９１４ ３００ ３２ ３０ １５ ３ ４ ７ ３７ １，３４６

－４－



なお、死者発生状況を年齢階層別でみる

と、「たばこ」、「ストーブ」を始め、「こん

ろ」、「マッチ・ライター」、「たき火」等を

原因とする火災による死者は、高齢者層の

割合が高くなる傾向にある。

これらの火災は、「たばこ」や「ストー

ブ」等の火が布団又は衣類等に着火し発生

する場合が多いので、今後も一層、寝具類

等の防炎化を進めていく必要がある。

２ 放火自殺者の実態について

平成１０年中の放火自殺者（心中の道づれを

含む）は８５６人で前年（７７４人）より８２人増加

している。また、死者総数（２，０６２人）に占

める割合は４１．５％を占めている。過去１０年間

の推移は、昭和６３年の９５０人をピークにここ

数年減少傾向を示していたが、平成８年から

増加に転じている。

放火自殺者の発生状況を月別にみると、「３

月」が１１０人で最も多く、次いで「４月」が

１０７人、「２月」が９９人となっている。また、

年齢別、性別にみると「４６歳以上」の男性に

多い傾向がみられる。

第６表 出火原因別の死者発生状況

第７表 過去１０年間における放火自殺者の推移

（平成１０年中）（単位：人）

（単位：人）

区分

年齢

放

火

た

ば

こ

ス

ト

ー

ブ

放

火

の

疑

い

こ

ん

ろ

マ
ッ
チ
ラ
イ
タ
ー

た

き

火

火

あ

そ

び

灯

火

電
話
等
の
配
線

衝

突

の

火

花

火

入

れ

こ

た

つ

風

呂

か

ま

ど

排

気

管

電

気

機

器

煙

突

・

煙

道

内

燃

機

関

焼

却

炉

溶
接
機
・
切
断
機

配

線

器

具

か

ま

ど

取

灰

そ

の

他

不
明
・
調
査
中

計

０～５ １２ ２ ４ ０ １ ０ １ ２０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２９ ７３

６～１０ ４ １ ４ ０ １ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ６ ２１

１１～１５ ３ １ ３ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ １４

１６～２０ １２ ２ ０ ３ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ３ ３ ２９

２１～２５ ２２ ３ ０ ３ ０ ０ ０ １ １ ０ ２ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ８ ５３

２６～３０ ４２ ３ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １４ ６６

３１～３５ ４６ ４ ２ ７ ２ ３ ０ ０ １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ４ １７ ８９

３６～４０ ４８ ５ ２ ５ １ ４ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ２ １２ ８５

４１～４５ ５２ １２ ７ ７ １ １ ０ １ １ ０ ５ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １７ １０６

４６～５０ １２８ ２７ ５ １９ ７ ３ ０ ０ ０ １ ５ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ５ ３０ ２３３

５１～５５ １０９ １５ ７ １５ ６ ２ １ １ １ ０ １ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２６ １８７

５６～６０ １１７ １７ ７ ２１ ３ ４ ０ １ １ １ １ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ３３ ２１６

６１～６４ ６１ ２２ ９ １０ ６ ４ ２ １ １ １ １ ０ ３ ２ １ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ２ ３０ １５８

６５～７０ ５９ ２４ １５ ５ １５ ５ １ ０ １ ２ ０ ２ １ ０ １ ０ １ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ６ ４９ １８９

７１～７５ ２３ ２５ １５ ７ ５ １ ６ １ １ ２ ０ ５ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ４ ３７ １３７

７６～８０ ２８ ２８ ２０ ２ ６ ３ ３ １ ６ ２ ０ ４ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０ １ ４ ３６ １５０

８１～ ２０ ２９ ３４ ４ １６ １５ １２ ０ １７ １ ０ ３ ３ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ２ １ ２ １２ ６２ ２３６

不 明 ６ １ ０ ３ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ７ ２０

計 ７９２ ２２１ １３４ １１２ ７２ ４６ ２６ ３３ ３４ １１ ２３ １４ １５ １１ ８ ２ １ ６ ２ ３ ８ ２ ３ ６３ ４２０ ２，０６２

６３年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年

９５０ ７１２ ７２０ ７１６ ６７９ ６４７ ６２４ ５３６ ７１１ ７７４ ８５６

－５－



第８表 月別、年齢別、性別の放火自殺者数
（平成１０年中）（単位：人）

年令月 性別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計

０～５
男 １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ５

７
女 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２

６～１０
男 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１
女 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

１１～１５
男 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

２
女 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

１６～２０
男 ０ ２ １ １ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ７

１３
女 ０ ０ １ １ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ６

２１～２５
男 ２ ５ ４ １ ０ ０ １ １ １ １ １ ０ １７

２４
女 ０ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １ １ １ ７

２６～３０
男 ２ ２ ２ ２ １ ２ １ ３ ０ １ １ ２ １９

４２
女 ５ ３ ５ ３ １ ０ １ ０ １ ０ １ ３ ２３

３１～３５
男 ４ ３ ４ ４ １ １ ２ １ ０ １ ２ ２ ２５

４９
女 ２ ３ ０ １ ０ ２ ３ ０ １ ２ ４ ６ ２４

３６～４０
男 ４ ３ １ ４ ３ ４ ６ ２ ０ ３ ３ ２ ３５

５３
女 ２ １ ４ １ ３ ０ ３ １ ０ ２ １ ０ １８

４１～４５
男 ７ ５ ２ ３ ４ ４ ０ ４ １ ２ ４ ２ ３８

５４
女 ３ １ ３ １ ０ ０ ０ ２ ３ １ １ １ １６

４６～５０
男 １３ １４ １１ １７ ８ ６ ５ ４ １１ ２ ７ ５ １０３

１３９
女 ２ ９ ５ １０ １ ０ ４ ０ ２ ０ １ ２ ３６

５１～５５
男 ６ ７ １２ ６ ８ ８ ８ ３ ２ ９ ６ ７ ８２

１２１
女 ２ ２ ５ ５ ３ １ ５ ３ ３ ２ ６ ２ ３９

５６～６０
男 １０ １２ １４ １０ ３ ３ ６ ４ ８ ９ ９ ７ ９５

１３１
女 ４ ４ ７ ３ ５ １ １ １ ２ ３ ０ ５ ３６

６１～６４
男 ８ ４ １０ ５ ２ ２ ５ ４ １ ３ ３ ４ ５１

７１
女 ３ １ １ ３ １ １ ０ ３ １ ２ １ ３ ２０

６５～７０
男 １ ５ ３ ９ ３ ２ ４ ３ ３ ３ ４ ４ ４４

６７
女 ３ ０ ４ ４ ２ １ １ ２ ０ １ １ ４ ２３

７１～７５
男 １ ３ １ ３ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １０

２３
女 ３ ０ １ ２ ０ ０ １ ０ ２ ０ ０ ４ １３

７６～８０
男 ０ ０ ３ ２ ０ １ ０ １ １ ０ １ ２ １１

３０
女 ４ ４ ０ ２ １ ３ ２ ０ ０ ０ ０ ３ １９

８１～
男 ２ ３ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ２ １１

２０
女 １ ２ １ ０ １ ０ １ ２ ０ ０ ０ １ ９

年齢不明
男 ０ ０ １ ０ １ ２ ０ ０ １ １ １ １ ８

９
女 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

計

男 ６１ ６８ ７２ ６８ ３４ ３６ ４０ ３０ ３０ ３６ ４４ ４３ ５６２

女 ３４ ３１ ３８ ３９ ２０ １０ ２２ １４ １６ １４ １８ ３８ ２９４

性別不明 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ９５ ９９ １１０ １０７ ５４ ４６ ６２ ４４ ４６ ５０ ６２ ８１ ８５６

－６－



消防大学校は、市町村の消防職団員等に対し

消防幹部として必要な高度の教育訓練を行って

います。

平成１２年度の教育訓練については、総合教育

部門及び専科教育部門の２部８学科で、地域社

会構造の変化、少子高齢化社会の到来、高度情

報化の進展、さらには災害の複雑多様化等最近

の消防行政を取り巻く環境の変化に対応した科

目の充実を図ります。実施回数は、本科、消防

団長科及び救急科は１回、上級幹部科、幹部研

修科、警防科、予防科及び救助科は２回となっ

ています。

実務講習等については、平成１１年度と概ね同

じですが、１２年度には新たに放射性物質災害講

習会を実施することとしています。

平成１２年度の実施学科及び実施時期等につい

ては表１及び表２のとおりとなっています。

表１ 実施学科・実施時期

注）始期は入校日を掲げており、入寮日は当該日の一日前である。

平成１２年度消防大学校教育訓練計画について

消防大学校

部 学科・実務講習等 期・回 日数 実 施 時 期 定 員

総

合

教

育

本 科 ６０ １５６ 平成１２年４月６日～９月８日 ５２

幹 部 研 修 科
２９ ７２ 平成１２年４月６日～６月１６日 ６６
３０ ７２ 平成１２年１０月５日～１２月１５日 ６６

上 級 幹 部 科
６０ ２９ 平成１２年５月９日～６月６日 ５４
６１ ３０ 平成１２年９月２０日～１０月１９日 ５４

消 防 団 長 科 ４２ １６ 平成１２年７月１１日～７月２６日 ３６

専

科

教

育

警 防 科
６７ ５３ 平成１２年６月２０日～８月１１日 ６６
６８ ５１ 平成１２年１０月２６日～１２月１５日 ６６

予 防 科
６８ ８７ 平成１２年６月２８日～９月２２日 ６６
６９ ７２ 平成１３年１月１１日～３月２３日 ６６

救 急 科 ５６ ５８ 平成１３年１月１１日～３月９日 ６６

救 助 科
４２ ６２ 平成１２年４月６日～６月６日 ４８
４３ ５９ 平成１２年８月２２日～１０月１９日 ４８

実

務

講

習

等

ト ッ プ セ ミ ナ ー ４ ３ 平成１２年１１月１４日～１１月１６日 ３６

火 災 調 査 講 習 会
３２ １２ 平成１２年９月２５日～１０月６日 ５２
３３ １２ 平成１２年１１月６日～１１月１７日 ５２
３４ １２ 平成１３年１月２２日～２月２日 ５２

危機管理（大規模災害発災
時に係る災害対策活動）
講 習 会

９ ８ 平成１２年４月１８日～４月２５日 ５４
１０ ８ 平成１２年１１月２９日～１２月６日 ５２
１１ ８ 平成１３年２月２７日～３月６日 ５２

航 空 消 防 防 災 講 習 会
５ １８ 平成１２年６月１３日～６月３０日 ３６
６ １９ 平成１３年１月２９日～２月１６日 ３６

緊 急 消 防 援 助 講 習 会 ３ ９ 平成１２年１０月１７日～１０月２５日 ５２
消 防 学 校 長 研 修 会 ９ ３ 平成１２年８月２３日～８月２５日 ５４
放射性物質災害講習会 １ ５ 平成１２年１１月２７日～１２月１日 ３６
消 防 教 育 訓 練 研 究 会 ４０ ７ 平成１３年３月１４日～３月２０日 ６６

－７－



部
学科・実務
講 習 等

期・回
１２年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

１３年
１月 ２月 ３月

総

合

教

育

本 科 ６０ 期
６ ８�

幹部研修科 ２９・３０期
６ １６日� ５ １５�

上級幹部科 ６０・６１期
９� ６� ２０� １９

消防団長科 ４２ 期
１１�

２６�

専

科

教

育

警 防 科 ６７・６８期
２０� １１� ２６ １５�

予 防 科 ６８・６９期
２８� ２２� １１ ２３�

救 急 科 ５６ 期
１１ ９�

救 助 科 ４２・４３期
６ ６� ２２� １９

実

務

講

習

等

ト ッ プ
セ ミ ナ ー ４ 回

１４�
１６

火 災 調 査
講 習 会

３２・３３
・３４回

２５
 ６� ６

１７�

２２
 ２�

危 機 管 理
講 習 会

９ ・１０
・１１回

１８�
２５�

２９�
６�

２７�
６�

航空消防防
災 講 習 会 ５・６回

１３�
３０�

２９
 １６�

緊急消防援
助 講 習 会 ３ 回

１７�
２５�

消防学校長
研 修 会 ９ 回

２３�
２５�

放射性物質
災害講習会 １ 回

２７
 １�

消防教育訓
練 研 究 会 ４０ 回

１４�
２０�

平成１２年４月～平成１３年３月

注）学科の始期はいずれも入校日を掲げており、入寮は当該日の一日前である。

表２ 平成１２年度消防大学校学科別教育訓練実施時期

－
８
－



※

平成１１年１１月中に実施された移動タンク貯蔵

所等に対する立入検査結果の概要は、以下のと

おりでした。

これによりますと、基準不適合車両の割合は

増加傾向にあり、特に、移動タンク貯蔵所につ

いては、平成６年以降では最も高い値となって

います。

このことから、消防機関等に対し、基準不適

合車両等に対する、なお一層の指導の徹底を依

頼したところです。

移動タンク貯蔵所等の立入検査結果

１ 総括表

（注）� 実施場所の区分において、走行中の車両を道路に接した空地等に誘導して立入検査を実施した場合は、「道路上」
での実施の区分とした。「その他の場所」とは、道路上、常置場所及び危険物の積みおろし場所以外の場所をいう。
� 「不適合車両」とは、移動タンク貯蔵所にあっては、貯蔵、取扱いの技術上の基準、位置、構造、設備の技術上の
基準及び移送の基準等に関し、危険物運搬車両にあっては、運搬の基準に関し、１件以上不適合が認められる車両を
いう。
� 「無許可車両」とは、無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両をいう。
� 移動タンク貯蔵所の実施車両数、不適合車両数又は無許可車両数の「うち他行政庁」の欄は、立入検査において基
準不適合を指摘した行政庁以外の行政庁によって許可された車両数で内数である。
� ※の「実施消防機関数」の合計は、延べ数ではなく実数である。

２ 最近５年間の立入検査実施車両数及び基準不適合車両数の推移

（注）「不適合車両数等」には、無許可車両数を含む。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について

危険物規制課

実施場所
実 施
消 防
機関数

実 施

場所数

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 危険物運搬車両
警察機関
との
協力状況

実 施 車 両 数 不適合車両数 無許可車両数 不適合車両数等 実 施

車両数

不適合

車両数
うち他
行政庁 （a） うち他

行政庁 （b） うち他
行政庁 （a+b） うち他

行政庁

道 路 上 ６８８ １，００１ ４，６８５ ３，０３０ ９８４ ５９４ ８ ５ ９９２ ５９９ ６４４ １３４
有 ９８２
無 １９

常置場所 ４２３ ５，６１８ １３，５７８ ３８ ２，４０１ １８ ２２ ０ ２，４２３ １８

危険物の
積みおろ
し 場 所

１０１ ３９２ １，５１３ ４６０ ２０４ ８７ ２ １ ２０６ ６８ １９３ ２６

そ の 他 ２５１ ８６０ ７，６０６ ２６ １，６１１ ２ ５０ ３ １，６６１ ５ ３７０ ４３

合 計 ８７４ ７，８７１ ２７，３８２ ３，５５４ ５，２００ ６８１ ８２ ９ ５，２８２ ６９０ １，２０７ ２０３

年度

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 危 険 物 運 搬 車 両

実施車両数 不適合車両数等 不適合率（％） 実施車両数 不適合車両数等 不適合率（％）

平成７年度 ２７，０８２ ４，７９２ １７．６９ ２，０１５ ２７４ １３．６０

平成８年度 ２６，９４０ ４，８１４ １７．８７ １，２４７ ２３１ １８．５２

平成９年度 ２７，２４１ ４，９９９ １８．３５ １，５０３ ２４１ １６．０３

平成１０年度 ２７，３０６ ５，００４ １８．３３ １，３４４ ２０９ １５．５５

平成１１年度 ２７，３８２ ５，２８２ １９．２９ １，２０７ ２０３ １６．８２

－９－



３ 基準不適合車両の項目別内訳

項 目
不適合車両数

増減数
１１年度 １０年度

移

動

タ

ン

ク

貯

蔵

所

貯蔵、取扱の
基準不適合
（法１０条３
項）

許可品目以外の貯蔵（令２４条１号） ４３ ４３ ０

貯蔵、取扱の不備による漏えい等（令２４条８号、令２６条１項７号） ２９ ６２ －３３

完成検査済証等備え付け義務違反（令２６条１項９号） ７８６ ７１９ ６７

その他の貯蔵、取扱の基準違反（令２４条～２７条（上記の各項号を除く） １８２ １８８ －６

小 計 １，００５ １，０１２ －７

設備等の基準
維持義務違反
（法１２条１
項）

常置場所に係る基準不適合（令１５条１項１号） １２２ ９３ ２９

タンク本体に係る基準不適合
（令１５条１項２号、３号、７号、８号）

塗料の剥離発錆 ３４７ ３６４ －１７

変形、破損 ４９ ４１ ８
漏えい有 ２ １ １

そ の 他 ９９ ７１ ２８

附属装置に係る基準不適合
（令１５条１項４号（防波板を除く。）、５号、６号）

変形、破損 ６５ ４２ ２３

機 能 不 良 ４７ ５９ －１２

そ の 他 ９５ ９０ ５

配管、弁等にかかる基準不適合
（令１５条１項９～１２号）

変形、破損 ４３ ３８ ５
漏えい有 ２ １ １

機 能 不 良 １６０ １９０ －３０

そ の 他 ２３１ １５８ ７３

電気設備、接地導線の不良等（令１５条１項１３号、１４号） ６８９ ６６３ ２６

表示、標識の未掲示等
（令１５条１項１７号）

未掲示、不足 ８９ ９１ －２

そ の 他 ６４０ ６７８ －３８

消火器の未設置等
（令２０条）

未掲示、不足 １０５ １１０ －５

そ の 他 ７３８ ７０６ ３２

その他の設備等の基準不適合（令１５条１項（上記各号を除く）） ５７２ ５１３ ５９

積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令１５条２項） ９ ０ ９

給油タンク車の特例基準不適合（令１５条３項） ２ ０ ２

アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令１５条４項） ０ ０ ０

小 計 ４，１０２ ３，９０７ １９５

移送の基準
不適合
（法１６条の２）

危険物取扱者無乗車（法１６条の２・１項） ２５ ３６ －１１

運転要員不足（令３０条の２・２号） ２ ０ ２

危険物取扱者免状不携帯（法１６条の２・３項） ７９ ９０ －１１

その他の移送基準に係る不適合（令３０条の２・１号及び３～５号） ６２ ３２ ３０
小 計 １６９ １５８ １１

定期点検に係る義務違反（法１４条の３の２） １，９５３ ２，１１２ －１５９
水圧試験未実施 ８８４ １，１４６ －２６２

危険物取扱者の保安講習義務違反（法１３条の２３） ７６９ ６４５ １２４

合 計 ７，９９８ ７，８３４ １６４

危

険

物

運

搬

車

両

運搬の基準
不適合
（法１６条）

運搬容器の技術上の基準不適合（令２８条） ８ ３ ５

積載方法基準不適合
（令２９条）

収納、表示不適合（令２９条１号、２号） １７ ２１ －４

漏えい有 １ ２ －１

積載不適合（令２９条３号、４号、７号） ４０ ４８ －８

被覆不適合（令２９条５号） １ ０ １

混載不適合（令２９条６号） ２ １ １

小 計 ６１ ７２ －１１

運搬方法基準不適合
（令３０条）

標 識
（令３０条１項２号）

未掲示、不足 ３３ ２３ １０
そ の 他 ４６ ２９ １７

消火器
（令３０条１項４号）

未設置、不足 ４２ ４０ ２

そ の 他 ９４ ７６ １８

その他 １５ １７ －２

小 計 ２２９ １８３ ４６

合 計 ２９８ ２５８ ４０

－１０－



１ はじめに

去る１月２７、２８日の両日、福岡市のアクロ

ス福岡において財団法人救急振興財団・福岡

市消防局の主催、自治省消防庁・厚生省・福

岡県・日本救急医学会・日本臨床救急医学会

・全国消防長会の後援及び財団法人全国市町

村振興協会・福岡県医師会・福岡市医師会の

協力のもと「いま、新世紀へ向けて救命への

挑戦－２０００in 福岡－」をメインテーマに第

８回全国救急隊員シンポジウムが開催されま

した。

２ 目的

全国救急隊員シンポジウムは、我が国の救

急体制の一層の振興を図る一助として、全国

の救急隊員等を対象とした救急業務の実務的

観点からの研究発表及び意見交換の場を提供

することにより、消防機関の行う救急業務の

充実と発展に資するとともに、救急隊員等相

互の交流を図ることを目的として平成４年度

から毎年開催されております。

３ シンポジウムの構成

第８回全国救急隊員シンポジウムは、２日

間にわたり約２，３００人の参加者を迎え、特別

講演、教育講演、パネルディスカッション、

シンポジウムのほか、日頃の救急業に係る事

例をテーマとした分科会、救急活動を幅広く

扱った自由演題、ポスターセッション、今年

から新たに企画されたビデオセッション等の

発表が６会場に分かれ講演、発表、質疑等活

発な意見交換がなされました。

また、別会場では救急資器材・高規格救急

自動車が展示され、休憩コーナー等において

全国から集まった救急隊員らによる交流、親

睦を深めるなどの光景もみられました。

４ 各プログラムの概要

� 特別講演

開会式直後に行われた特別講演は、久留

米大学医学部救急医学講座教授の加来信雄

先生を講師にむかえ、「高齢化社会におけ

るプレホスピタルケア」と題して、高齢者

に対する病院前救護の現状と今後の問題点

等について講演がなされました。

� 教育講演

教育講演�は、九州大学医学部附属病院
救急部副部長の財津昭憲先生から「結核患

者の搬送と感染防止対策」と題して、救急

現場において、しばしば難渋する感染症患

者の対応要領について、感染防止対策を中

心に講演がなされました。

教育講演�は、北里大学医学部講師の堤
邦彦先生から「精神科救急におけるメンタ

ル・ケア」と題して、一般の救急医療現場

における精神医療に関することについて患

者、家族及びそれらに対応する救急隊員の

三側面から講演がなされました。

� パネルディスカッション

パネルディスカッションは、市立札幌病

院救命救急センター部長の松原泉先生を座

長に、横浜市立大学医学部附属浦舟病院救

命救急センターの森村尚登先生、救急救命

東京研修所主任教授の安田和弘先生のアド

バイザーを招き、「特定行為の実施場所と

搬送時機」と題して４消防本部からのそれ

ぞれの発表に対して、貴重な意見をいただ

き、会場からも活発な質問等がなされまし

た。

� シンポジウム

シンポジウムは、日本医科大学附属千葉

第８回全国救急隊員シンポジウムについて

救急救助課
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北総病院救命救急部長の益子邦洋先生、横

浜市消防局救急課の板野満救急指導係長を

司会に、「救命救急センターのコラボレー

ション（協働）」と題し、消防機関と医療機

関の連携について現在の体制と将来的なあ

り方について活発な論議かなされました。

� テーマ別分科会

テーマ別分科会は、５つの分科会に分か

れ「救急活動とインフォームドコンセン

ト」、「応急手当の普及啓発」、「救急隊員の

教育について」、「地域特性を踏まえた救急

搬送上の問題点」、「消防防災ヘリによる救

急搬送」と題して、各消防本部の発表者か

ら自らの経験と実践に基づいてた発表がな

されました。また、助言者からは、適切な

アドバイス、参加者からも活発な質問等が

なされました。

� 自由演題

自由演題は、「観察」「救急処置」「－臨

床救急医学：病態、特殊病態－」「その

他」と題して、日頃から発表者の研究・検

討してきたことに対して２０題が発表され、

助言者のアドバイスや参加者の質疑等を交

えて活溌な討議がなされました。

� ビデオセッション

ビデオセッションは今回から新しく企画

されたもので、事例研究等をVTRにまと

め、「特定行為」「処置拡大９項目」「口頭

指導」と題し、１２題が発表されました。

� ポスターセッション

ポスターセッションは、救急業務や救急

活動の研究・事例を文字や表、写真等のパ

ネルに掲示して、２８題が発表されました。

５ おわりに

今回のシンポジウムは「いま、新世紀へ向

けて救命への挑戦－２０００in 福岡－」をメイ

ンテーマに、年々増加している救急需要及び

救命効果の向上を求める国民の要望に応える

べく、発表者、参加者が会場で一体となり白

熱した討論が展開されました。これも今回の

開催地である福岡市消防局をはじめ地元医師

会等関係各機関の御尽力の賜物といえます。

次回の第９回全国救急隊員シンポジウム開

催は、平成１３年２月１５、１６日東京都の東京国

際フォーラムにおいて開催する予定となって

います。回を重ねるごとにこのシンポジウム

が充実、盛況となりますよう消防庁といたし

ましても協力していく考えです。
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１ はじめに

ヘリコプターは、垂直に離着陸できること、

空中において停止（ホバリング）できること

いう大きな特徴があり、また、航空機特有の

高い機動性を有していることから、災害情報

の把握、救助活動、山林等の消火活動及び救

急活動等の消防・防災業務に活用されていま

す。

平成７年に発生した阪神・淡路大震災にお

いても、救急搬送、人員輸送、物資搬送等に

積極的に活用され、その機動的かつ広域的な

活動能力が認識されたところであります。

２ ヘリコプターの導入

消防・防災ヘリコプターの歴史は、消防機

関が所有する消防ヘリコプターでは昭和４１年

に東京消防庁が最初に導入、翌年の昭和４２年

から運航を開始し、道県が所有する防災ヘリ

コプターでは昭和５４年に北海道が導入したの

が最初でありました。

消防・防災ヘリコプターは、消防における

ヘリコプターの活用とその整備のあり方に関

する答申（平成元年３月、消防審議会答申）

において、「消防ヘリコプターは、各都道府

県の区域に少なくとも１機以上配置されるこ

とを基本とし、２１世紀初頭には、我が国全土

にわたってこのような配置が整い、各地域に

おいて消防活動に積極的に活用される体制が

確立されることを目標とすべきである。 ～

略～ 救急業務は、消防活動の中でもとりわ

け緊急を要し、また医療機関等との連携、調

整を要するものであるので、消防ヘリコプタ

ーの出動基準、出動手続、収容医療機関の選

定、消防ヘリコプターと救急自動車との連携

方法等広域的な救急システムのあり方につい

て関係機関が十分協議し、地域の実情に応じ

た形でこれを整備しておく必要がある。」と

され、また、阪神・淡路大震災以降において、

ヘリコプターの有効性が広く認識されたこと

及び財政措置の拡充等から急速に整備され、

平成１１年度末には全国で６７機が配備されるに

至り、未配備県は残すところ４県域となりま

した。

３ 救急隊の編成

従来、消防法施行令において救急隊の編成及

び装備の基準に「救急隊は、救急自動車１台

及び救急隊員３人以上をもって編成しなけれ

ばならない」（第４４条第１項）こと、「前項の

救急自動車には、傷病者を搬送するに適した

設備をするとともに、救急業務を実施するた

めに必要な器具及び材料を備え付けなければ

ならない」（同条第２項）とされていました。

消防庁においては、消防・防災ヘリコプタ

ーの救急業務への活用及びそのシステムの構

築のための必要な課題等について検討を行う

ため、「ヘリコプターによる救急システム検

討委員会」を設置し、その報告書（平成８年

１２月）において、「ヘリコプターによる傷病

者の救急搬送についても、標準的な救急業務

として法令上も位置づける必要があるものと

考える」とされました。

そのことから、平成１０年３月に消防法施行

令第４４条を改正し、同条第１項に「回転翼航

消防・防災ヘリコプターの配備状況（各年度末現在）

※県域とは、都道府県の区域のこと。

消防・防災ヘリコプターによる救急業務について

救急救助課

平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年

３５機
１８県域

３９機
２２県域

５０機
２９県域

５８機
３５県域

６３機
４０県域

６６機
４２県域

６７機
４３県域
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空機１機及び救急隊員２人以上」を加え、同

条第２項で「～略～回転翼航空機には、傷病

者を搬送するに適した設備をするとともに、

救急業務を実施するために必要な器具及び材

料を備え付けなければならない。」とし、ヘ

リコプターによる救急搬送を法的に位置付け

ました。

４ ヘリコプターによる救急出場の現状

ヘリコプターを活用した救急患者の搬送は

従来から行われており、主に島しょ地区等か

らの転院搬送（病院間搬送）について、多く

実施されてきました。

消防・防災ヘリコプターによる救急出場は

平成１０年には７６０件になるなど、近年急激な

延びを示しています。

５ 救急ヘリコプターの出動基準策定への取り

組み

消防庁においては、ヘリコプターによる救

急システムの推進に関する検討委員会の平成

８年１２月の報告書において今後の課題とされ

ていたものについて検討を行い、本年度は委

員会に出動基準専門部会を設置し、消防・防

災ヘリコプターを救急業務に活用するための

出動基準及び出動手順について検討を行いま

した。

以下にその検討結果を記したいと思います。

� 救急活動にヘリコプターが活用されにく

い理由

平成１０年中の消防・防災ヘリコプターの

救急出場件数は７６０件であり、これは、全

救急出場件数（救急自動車を含む。）の３７０

万件と比較するとわずか０．０２％です。

ヘリコプターを活用することによって傷

病者の救命効果の向上や搬送時間の短縮を

図ることができる潜在的な需要があると考

えられます。

では、全国に６７機あるヘリコプターが救

急活動に積極的に活用されない理由はどこ

にあるのか考えてみると、

� １１９番受信時に重症と認識されず、救

急自動車の到着後に重症と判明した時点

で要請すると救急自動車の方が速いケー

ス。

� 出場先が地理的には救急自動車よりヘ

リコプターの方が早い場所であると思わ

れても、要請に煩雑な手続きがあるケー

ス。

� 消防・防災ヘリコプターの活用を躊躇

してしまったケース。

などが考えられます。

� 問題の解決

活用されにくい理由のそれぞれについて、

解決策を考えてみると、

�については、１１９番受信時点で重症度・
緊急度が認識できれば、救急隊の到着を

待たずしてヘリコプターが要請され、手

遅れにならないケースが増えてくること

も期待されます。

�については、各地方公共団体の事情もあ
ると考えますが、ヘリコプター要請手続

が簡略化されることによって、時間短縮

を図ることが期待されます。

�については、ヘリコプターを要請する側
とされる側の双方にとって、信頼性の高

い基準のようなものがあれば、機械的に

判断され、タイミングを逸することも少

なくなることが期待されます。

� 救急ヘリコプターの現状の出動基準（要

請基準）

「ヘリコプターによる救急システムの整

備・充実に向けた取り組みについて」（平

成８年１２月１９日付け消防救第２６７号）によ

り、ヘリコプターによる救急業務の出動基

準としては、原則として次の場合に出動す

ることが適当であると考えられます。

� 現場到着時間又は医療機関への搬送時

間を著しく短縮でき、傷病者の救命効果

又はその後の回復に大きな影響を与える

と判断した場合。

� 広域災害等多数傷病者が発生した場合
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に、早期に医師・救急救命士等を災害現

場に搬送することにより救命効果が期待

できると判断した場合。

� 出動基準の基本的考え方

� 原因・症状と地理的条件の優先順位

先に原因・症状の判定を行った後、地

理的にヘリコプターによる搬送が適して

いるかを判断します。

� 原因・症状について

「緊急処置をしなければ生命に危険を

生じる。」というような抽象的な表現で

はなく、具体的な表現とします。

これは、１１９番通報受信時点で判断が

可能なものとするためであり、通報がバ

イスタンダーにより行われることを想定

し、救急隊員ではなく一般の方でも判る

ような判断項目とします。

また、事故による負傷で１１９番通報が

あった場合、一般の方は受傷原因となっ

た事故の状況を先に伝えることが予想さ

れ、事故原因から重症を負っていること

が推測されうるケースも多いと思われる

ことから、判断するステップは症状と同

じとして、別のグループとし迅速な判断

に資することとします。

その上で、原因であろうと症状であろ

うと『いずれかの項目に１つ以上に該当

すれば救急ヘリコプターによる搬送に適

したものである』という判断を行うこと

とします。

これらをフローチャート（別表参照）

にして、即座に判断できるようにします。

� 地理的条件について

ヘリコプターの有効範囲（覚知から病

院収容まで、ヘリコプターの方が救急自

動車より搬送時間が短い範囲）を地図に

示し、指令課員が即座に判断できるもの

とします。

この場合、活動する範囲としては、平

成元年の答申と諸事情が変わっていない

こと、及び、３次救急医療機関が各都道

府県域にあり、四肢の再接着が必要なも

の、広範囲熱傷、脊髄損傷又は重篤な中

毒等の都道府県域内医療機関では対応で

きない症例の場合を除いて傷病者の搬送

が基本的には単一の都道府県域内で行う

ことで足りるものであることから、各都

道府県を単位として作成するものとしま

す。

� 救急ヘリコプターの出動手順

手順を速くするためには、手順の数自体

を少なくする方法、手順を速くする方法、

手続きを後回しにする方法が考えられます

が、ここでは出動までの時間が短い団体の

手順をモデル化しました。

� その他

� 運航不能時等における応援の場合の地

図

運航不能時等の相互応援協定を締結し

ている場合は、応援を受けた場合の有効

範囲の地図を作成することも検討すべき

モデル１
出動要請

通報者、現場指揮者又は医療機関等⇒消防本部（指令課）⇒航空隊

モデル２

連絡・報告

通報者、現場指揮者又は医療機関等⇒消防本部⇒航空隊⇔都道府県担当部局

出動指令

モデル３
要請 出動指令

通報者、現場指揮者又は医療機関等⇒消防本部⇒県担当部局⇒航空隊
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であります。

� 症例の検討

出動基準の症例については、一定期間

経過後の検証が必要であり、検証の過程

で症例の追加、削除が行われるべきであ

ります。

� 応援時の経費負担

経費負担については、ヘリコプター要

請時の心理的抑制要因である可能性があ

ることから、他の都市の制度を参考にし

て、ヘリコプターが出動しやすいシステ

ムを確立する必要があります。

� 指令課員の技能向上

最速の出動パターンは、１１９番通報を

受信した消防本部指令課（室）で出場の

適否を判断し要請するものであり、指令

課においても現場の救急隊員と同様に判

断出来るようにしなければならないこと

から、指令課員の技能向上が重要なポイ

ントとなってきます。

� 臨時離着陸場の整備促進

臨時離着陸場の確保については、各団

体が適地を確保する努力を続けています

が、臨時離着陸場の確保が住民の生命を

守ることになることを認識して、量の確

保をしていく必要があります。

� 訓 練

県内の各臨時離着陸場について、当該

離着陸場に傷病者を搬送する可能性のあ

る各消防本部との連携訓練を実施する必

要があります。

� 救急専用ヘリコプター

現在、いくつかの団体においては EMS

キットを備え付けておく等により、救急

専用ヘリコプターに準じた取り扱いを行

っています。将来的に件数が伸びる可能

性のある案件への対応として、当該案件

をメインに据えることも考慮される必要

があります。

６ おわりに

消防・防災ヘリコプターは、救急活動をは

じめ様々な消防・防災業務に有効活用されて

いますが、救急ヘリコプターとしては未だ発

展段階であります。しかし、その機動性の高

さから、重症傷病者の搬送に極めて有効であ

り、消防・防災ヘリコプターを積極的に救急

業務に活用することにより、救命率の向上に

大きく貢献するものと考えられます。

各消防・防災ヘリコプターが、この出動基

準に掲げられている症例はもちろんのこと、

それのみにとらわれず結果としての空振りを

恐れることなく、積極的に救急業務を行い、

救命効果が一層の向上することを期待します。

（提供：東京消防庁）
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救急ヘリコプターの出動判断フローチャート

※ YES、NOの判断が明確にできないときはYESとすること

図中、太い破線は「又は」を表す
「YES」の場合、矢印の方向、即ちヘリコプターの出動へ

救急事案の発生

傷病者が事故又は急病等に起因して、次の１以上の場合に該当し、重症が疑われる場合
（受傷原因等）
１ 自動車事故
イ 自動車からの放出
ロ 同乗者の死亡
ハ 自動車の横転
ニ 車が概ね５０cm以上つぶれた事故
ホ 客室が概ね３０cm以上つぶれた事故
ヘ 歩行者もしくは自転車が、自動車にはねとばされ、又はひき倒された事故

２ オートバイ事故
イ 時速３５km程度以上で衝突した事故
ロ ライダーがオートバイから放り出された事故

３ 転落事故
イ ３階以上の高さからの転落
ロ 山間部での滑落

４ 窒息事故
イ 溺水
ロ 生き埋め

５ 列車衝突事故
６ 航空機墜落事故
７ 傷害事件（撃たれた事件、刺された事件）
８ 重症が疑われる中毒事故

（要救助者の現在の状態）
９ バイタルサイン
イ 目を開けさせる（覚醒させる）ためには、大声で呼びかけつつ、痛み刺激（つね
る）を与えることを繰り返す必要がある（ジャパンコーマスケールで３０以上）

ロ 脈拍が弱くてかすかしかふれない、全く脈がない状態
ハ 呼吸が弱くて止まりそうな状態 遠く、浅い呼吸をしている状態 呼吸停止
ニ 呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきている状態

１０ 外傷
イ 頭部、頚部、躯幹又は、肘もしくは膝関節より近位の四肢の外傷性出血
ロ ２カ所以上の四肢変形又は四肢（手指、足趾を含む）の切断
ハ 麻痺を伴う肢の外傷
ニ 広範囲の熱傷（体のおおむね１／３を超えるやけど、気道熱傷）
ホ 意識障害を伴う電撃症（雷や電線事故で意識がない）
ヘ 意識障害を伴う外傷

１１ 疾病
イ けいれん発作
ロ 不穏状態（酔っぱらいのように暴れる）
ハ 新たな四肢麻痺の出現
ニ 強い痛みの訴え（頭痛、胸痛、腹痛）

絶対的地理的条
件

左のような重症
のものでなくと
も、事案発生地
では、ヘリコプ
ターを使用する
と、自動車又は
船舶を使用する
よりも３０分以上
搬送時間が短縮
できる場合

現場隊員の要請

現場隊員から要
請がある場合

事案発生地点がヘリコプターの有効範囲である
場合

※ ヘリコプターの有効範囲が判別できる地図
を作成し、その地図に基づき判断する。
有効範囲は、救急車又は船舶を使用するよ

りもヘリコプターを使用する方が、覚知から
病院搬送までの時間を短縮できる地域とする。

通常のヘリコプターの有効範囲ではないが、
諸般の事情により、ヘリコプター搬送をすると、
覚知から病院搬送までの時間を短縮できる場合
●事例
・交通事故等により、事案発生地付近の道路
状況が著しく悪くなる場合

・地震、土砂崩れ等によって事案発生地に通
じる道路が寸断された場合

・事案発生地の消防機関等の救急車が全て出
払っている場合

ヘリコプターによる搬送
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消防庁では、コンピュータシステムのソフト

がコンピュータ西暦２０００年問題の閏年に関して

未対応の場合には、２月２８日から２月２９日にか

けて障害発生が予想されるため、コンピュータ

西暦２０００年問題特別警戒体制をとり、消防庁保

有システムの機能確認を行うとともに、官邸危

機管理センター、都道府県及び消防本部等との

情報収集・連絡体制を整備し問題発生に備えま

した。

また、都道府県、市町村及び消防本部に対し

ても、消防・防災システムの機能点検等の実施、

事故等が発生した場合の情報連絡を要請しまし

たが、消防・防災システムにはコンピュータ西

暦２０００年問題に起因する大きな障害は発生せず、

ライフライン等の社会インフラや危険物施設等

についても、重大な障害による事故等が発生す

ることもありませんでした。

なお、一部の団体において日付の表示が不正

となった旨の報告がありましたので、以下に発

生事例を紹介します。

１ 震度情報ネットワークの震度計等の日付表

示不正

震度情報ネットワークの震度計の一部の日

付表示が不正（２０００年２月２９日→２０００年３月

１日）になりましたが、いずれも速やかに日

付修正を実施し支障は生じませんでした。

原因は、震度計の閏年設定忘れ（自動認識

しないため、手動設定が必要）、閏年管理ソ

フトバグ及び震度計時刻遠隔管理ソフト

（GPS を利用した時刻修正）のバグでした。

ソフトバグは２０００年に限って現象が発生す

るものと閏年には毎年発生するものがありま

したが、いずれも事前には問題がないものと

して扱われており、修正作業及び模擬テスト

等の対策が不十分であったことが考えられま

す。

閏年の設定忘れについては今後も起こりう

る現象ですので、日頃の保守管理を徹底する

必要があります。

２ 救急資機材の日付表示不正

除細動器及び患者監視装置の日付表示及び

印字が不正（００年２月２９日→９１年４月１日、

９１年１月１日、０１年１月１日）になりました。

いずれも、機能は正常であり、日付を再設

定すること等により復旧しています。

製造メーカーによると、除細動器の中には

閏年毎に日付表示不正の生ずるものがあり、

当該機器を保有する全消防本部のユーザーに

対し事前に連絡がされていましたが、当該現

象について報告があったものです。

また、患者監視装置の日付不正の原因は、

内部時計用バックアップ電池の消耗が原因と

考えられるため、点検を実施し、交換時期（寿

命）を超えている場合は早急に交換する必要

があります。

コンピュータ西暦２０００年問題に係る閏日の対応及び

障害発生状況について

防災課・防災情報室
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